
さいたま市告示第８４７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により認可をした「地縁によ

る団体」については、告示した事項に変更があった旨の届出がされたので、同条第１０項の規定によ

り、次のとおり告示する。 

令和８年５月１８日 

さいたま市長 清 水 勇 人 

１ 名称 

  東大宮四丁目自治会 

 

２ 変更した事項 

区域 さいたま市見沼区東大宮４丁目１番地から７４番地までの区域とする。ただしこのうち、  

他の自治会に所属する区域は除くものとする。 

   本会の管轄区域内に新たな地番が追加された場合も、これを本会の区域に含むものとする。 

 

３ 変更年月日 

  令和８年５月１４日 

 

 


